
市町村名 省令と変更は その内容 市町村名 省令と変更は その内容

1 水戸市 なし 23 筑西市 設けない方針で検討中

2 日立市 あり 面積と集団の規模を経過措置で 24 坂東市 あり 開所時間，日数に独自の規定を

3 土浦市 なし 25 稲敷市 あり 開所時間，日数に独自の規定を

4 古河市 　 大幅な市独自条項は考えていない 26 かすみがうら市 あり 本市に不要な部分を削除予定

5 石岡市 なし 27 桜川市 なし

6 結城市 なし 28 神栖市 あり 面積と集団の規模を経過措置で

7 龍ヶ崎市 なし ただし集団の規模は弾力的運用 29 行方市 なし

8 下妻市 あり 市独自の暴力団排除条項を入れる 30 鉾田市 なし 経過措置（面積・定員既存学童）

9 常総市 あり 集団の規模の40人を70人に 31 つくばみらい市 なし

10 常陸太田市 あり 虐待条項で関係機関との連携追加 32 小美玉市 なし

11 高萩市 なし 33 茨城町 なし

12 北茨城市 あり 条例と規則に分ける，内容は同じ 34 大洗町 なし

13 笠間市 あり 設備の基準，集団の規模を経過措置 35 城里町 なし

14 取手市 なし 36 東海村 あり 面積について変更を検討中

15 牛久市 なし 37 大子町 なし

16 つくば市 未定 38 美浦村 あり 面積，人数，開設時間等検討中

17 ひたちなか市 なし 39 阿見町 なし

18 鹿嶋市 調整中 40 河内町 なし

19 潮来市 なし 41 八千代町 なし

20 守谷市 あり 市独自の暴力団排除条項を入れる 42 五霞町 なし

21 常陸大宮市 なし 43 境町 あり 児童の数に例外規定を設ける

22 那珂市 なし 44 利根町 　 検討中だが変更はない予定

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に関する県調査結果
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